宇部市テニス協会規約

（名称）

第1条 本会は、宇部市テニス協会（以下「協会」という。）と称する。

（組織）

第２条　協会は、宇部市、山陽小野田市、美祢市及び山口市阿知須地区（以下「宇部地区」という。）に所在する官公署、学校、企業、事業所、クラブ等で加盟する団体（以下「加盟団体」という。）に所属する者（以下「会員」という。）で組織する。

２　加盟団体は、７名以上の同好者をもって構成する。ただし、高校生以下で構成する加盟団体については、この限りでない。

３　協会は、財団法人宇部市体育協会に所属する。

４　協会は、山口県テニス協会に加盟する。

（目的）

第３条　協会は、加盟団体を総括し、会員の技術の向上研鑽を図るとともに、健康の増進、マナーの向上を高めることにより、宇部地区の体育の振興と発展に寄与することを目的とする。

（事業）

第4条 協会は、第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。

　（１）　協会運営の企画立案、総合調整に関すること

　（２）　大会の実施及び運営に関すること

　（３）　テニスの普及及び指導に関すること

　（４）　その他必要と認める事項

（役員）

第５条　協会に、次の役員を置く。

　（１）　会長　　　　   １名

　（２）　副会長 　 　  若干名

　（３）　理事長　　　　 １名

　（４）　副理事長　　　若干名

　（５）　常任理事　　　若干名

　（６）　理事　　　　  若干名

　（７）　監事　　　　   ２名

（役員の選出及び任期）

第6条 　会長、副会長、理事及び監事（以下、役員という）は、理事会が推薦し、総会で選任する。

２　理事長は、理事の互選により理事会で決定する。

３　副理事長及び常任理事は、理事の中から理事長が推薦し、理事会で決定する。

４　役員の任期は、２年とし再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

（役員の職務）

第7条 　会長は、協会の代表として会務を総括し、総会の議長となる。

２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

３　理事長は、会務を執行し、理事会の議長となる。

４　副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。

５　常任理事は、各専門部会を分担し管理する。

６　理事は、常任理事を補佐し、会務及び業務を執行する。

７　監事は、協会の会計及び業務執行状況を監査し、理事会及び総会で意見を述べることができる。

（顧問）

第8条 　協会に、会長の諮問機関として、顧問を置く。

２　顧問は、会長の推薦により理事会に諮り決定する。

３　顧問の定数及び任期は、特に定めない。

（理事会）

第９条　理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事及び理事をもって構成し、会長がこれを招集する。

２　理事会は、次に掲げる業務を執行する。

　（１）　総会に付議する議案に関すること

　（２）　役員の推薦及び決定に関すること

　（３）　総会の決議により理事会に委任された事項

　（４）　その他会長が必要と認める事項

３　理事会は、理事の２分の１以上の出席がなければ決議することができない。この場合において、委任をもって議決権を行使する者は、これを出席とみなすものとする。

４　理事会の議決は、出席者の過半数をもって議決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

５　理事会は、第２項に定める業務を執行するにあたり、必要と認める場合は、加盟団体の代表者を招集し、意見を求めることができる。

（総会）

第１０条　総会は、加盟団体の代表者及び会員によって構成し、会長がこれを招集する。

２　通常総会は毎年１回、臨時総会は、会長または理事長が必要と認めたときに招集する。

３　総会は、次に掲げる事項を決定する。

　（１）　規約の改廃及び変更に関すること

　（２）　役員の選出及び決定に関すること

　（３）　会務事業報告及び決算報告の承認に関すること

　（４）　事業報告及び収支予算に関すること

　（５）　その他理事会で必要と認めた事項

４　総会は、加盟団体の２分の１以上の出席がなければ議決することができない。この場合において、委任をもって議決権を行使する者は、これを出席とみなすものとする。

５　総会の議決は、出席者の過半数をもって議決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

（事務局）

第１１条　（削除）

（委員会）

第１２条　理事会に、事業等を適正かつ迅速に執行するため、委員会を設置する。

２　委員会に関する事項は、別に定める委員会規程による。

（会計）

第１３条　協会の会計は、次に掲げる収入をもってこれに充てる。

（１）　加盟金

（２）　個人登録費

（３）　助成金及び賛助金

（４）　大会収益金

（５）　寄付金

（６）　その他収入

２　協会の会計年度は２月１日から翌年１月末日までとする。

（加盟金）

第１４条　加盟団体は、毎年２月末日までに協会事務局に加盟金を納入しなければならない。ただし、高校生以下で構成する加盟団体については免除する。

２　加盟金の額は、１団体につき５，０００円とする。
（個人登録）

第１５条　協会の会員で、協会が主催する大会に参加する者は、個人登録を要する。

２　個人登録に関する事項は、別に定める個人登録規程による。

（表彰）

第１６条 本会の会員で、別に定める表彰規程に適合する者あるいは団体を表彰するものとする。その適合範囲および表彰は表彰規程による。

（規約の変更）

第１７条 本規約を変更しようとする時は、総会の決議を得て行わなければならない。
（施行細則）

第１８条　この規約の施行に関する細則、その他協会の運営に関する必要な事項は、理事会が別に定める。

　　　附則

　　この規約は昭和３７年４月１日より施行する。

　　昭和５１年　２月２０日一部改正　　　　　　　　　平成　８年　３月　１日一部改正

　　昭和５２年　２月　４日一部改正　　　　　　　　　平成１４年　３月　１日一部改正

　　昭和５３年　２月２７日一部改正　　　　　　　　　平成１５年　３月　１日一部改正

　　昭和５４年　３月１５日一部改正　　　　　　　　　平成１６年　３月　１日一部改正

昭和５５年　３月１４日一部改正　　　　　　　　　平成１７年　３月　１日一部改正

　　昭和５７年　３月１６日名称変更　　　　　　　　　平成１８年　３月　１日一部改正

　　昭和６２年　３月１４日一部改正　　　　　　　　　平成１９年　３月　１日一部改正
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